
令和 5 年度岐阜県訪問看護師養成講習会実施要項 

 

１．目的  

超高齢社会となった我が国では、医療ニーズを併せ持つ要介護者等が増加し、医療機関か

らの早期退院による在宅ケアへの移行が進められている。地域包括ケアシステムの構築では、

要のサービスとして訪問看護への期待がますます高まっている。｢訪問看護 e ラーニング｣は

社会のニーズに応じて、在宅での療養を可能にするために質の高い看護サービスを提供でき

る訪問看護師の育成を目的とする。 

『訪問看護人材養成基礎カリキュラム』に準拠した｢訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基

礎講座～｣と岐阜県看護協会が開催する集合研修・実習の組み合わせによって、受講者の利便

性及び教育効果の向上を図る。 

 

２．実施期間（1）申込期間 令和 5 年 4 月 5 日(水)～4 月 14 日（金) 17:00  

（2）講習期間 令和 5 年 5 月 26 日(金)～12 月 1 日(金) ※別紙プログラム参照 

（3）e ラーニング学習期間     令和 5 年 5 月 12 日(金)予定～約 5 か月間 

（4）e ラーニング修了証書提出期限 令和 5 年 9 月 28 日(木) 

 

３．募集人数  25 名（定員を超えた場合は受講者を選考しますのでご了承ください。） 

 

４．受講資格  (1)～(6)を満たす者 

         （1）看護(保健師・助産師・看護師)実務経験 3 年以上で岐阜県内に在住もしくは在

勤している者。(看護協会会員・非会員は問わない) 

（2）訪問看護師を始めようとする者、訪問看護に従事している者、または訪問看護

の知識習得を目指す者。 

         （3）講習期間中に全科目が修了可能な者。全日程に出席できる者。 

         （4）本人の電子メールアドレスがあること。（携帯メールアドレスは不可） 

            （5）【別表】のパソコン推奨環境が整っており、パソコン操作ができる者。 

       （6）日本訪問看護財団「訪問看護 e ラーニングホームページ」 

https://www.jvnf.or.jp/e-learning/ の「訪問看護ｅラーニング」体験版が 

問題なく視聴できること。（音声、画像移行等） 

＊PDF資料及び訪問看護 eラーニング修了証書の印刷にプリンターが必要です。 

 

５．受 講 料 15,850 円  

（「訪問看護 e ラーニング」受講料 14,300 円、実習のための保険料 1,550 円） 

       ＊学習に必要なインターネットへの接続料金や通信料金等は各自負担 

＊集合研修及び実習に伴う旅費・諸経費、資料等の印刷に関る費用は自己負担 

 

６．講習内容及び会場 

    （1）e ラーニング：自宅等 

    （2）集合研修：6 日間 公益社団法人岐阜県看護協会(岐阜市薮田南 5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館第 1 棟 5 階) 

（3）臨地実習：3 日間 県内訪問看護ステーションにて、訪問看護経験者は 3 日間のうち

施設 1 日を含む 



７．申込方法  岐阜県看護協会ホームページからマナブルに登録して申し込む 

        https://www.gifu-kango.or.jp/ 

 

８．受講決定  受講の可否はマナブルおよび郵送にて通知する。 

受講決定後のキャンセルはできません。 

 

９．e ラーニング等の受信環境について 

【別表】＜推奨環境＞ 

ＯＳ Windows 10、Windows 11 

※Mac環境下の動作での受講については現時点での最新バージョンのOSでの

動作確認を予定しているがパソコンによっては不具合が生じる場合がある。 

メモリ 1 GB 以上（32bit OS）、2 GB 以上（64bit OS） 

モニター解像度 1024×768pixel以上 

ブラウザ Microsoft Edge、Google Chrome最新版 

※最新のWindowsUpdateを適用のうえ、ご利用ください。 

※mac OSにおける現時点でのSafari による動作確認を予定しているが、使

用のパソコンの環境によっては不具合が生じることがある。 

プラグイン Adobe Acrobat Reader 

※最新バージョンを推奨する。 

通信速度 ブロードバンド環境（下り10Mbps＝10,000kbps以上を推奨） 

・上記の推奨環境は予告なく変更される可能性がある。最新の推奨環境は日本訪問看護財団 

「訪問看護 e ラーニング」のホームページを参照のこと 

※iPad 等のタブレットでも受講可能だが、その他タブレット、スマートフォンでの受講希望の場 

合は、体験版でスライド・音声・参考映像の視聴及びテストの送信が行えることを確認の上、 

利用すること。 

 

１０．修了証書の発行 

(１)「訪問看護 e ラーニング」を修了した場合、日本訪問看護財団が「訪問看護 e ラーニング」

修了証書を発行する。「訪問看護 e ラーニング」修了証書は訪問看護 e ラーニングコース

内より発行されるため、受講者は受講修了後、各自で発行手順に従い修了証書を印刷する。

なお、修了要件はレッスンコンテンツの受講修了（参考資料・参考映像は含まない）と各

章ごとのテストの正解率 70％以上およびコースレビュー送信とする。 

(２)「訪問看護 e ラーニング」を修了し、本講習会修了者には受講状況・出席状況を勘案し岐

阜県看護協会が訪問看護師養成講習会（訪問看護人材養成基礎カリキュラム）の修了証書

を発行する。 


